
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１９条第２項の規定により、令和８年２月

会議で市議会の議決を経た予算の要領を次のとおり公表する。

令和８年３月２４日

南砺市長 田 中 幹 夫

２月会議で議決を経た予算

議案第２号 令和８年度南砺市一般会計予算

議案第３号 令和８年度南砺市国民健康保険事業特別会計予算

議案第４号 令和８年度南砺市国民健康保険診療所事業特別会計予算

議案第５号 令和８年度南砺市後期高齢者医療事業特別会計予算

議案第６号 令和８年度南砺市介護事業特別会計予算

議案第７号 令和８年度南砺市訪問看護事業特別会計予算

議案第８号 令和８年度南砺市工業用地造成事業特別会計予算

議案第９号 令和８年度南砺市病院事業会計予算

議案第１０号 令和８年度南砺市水道事業会計予算

議案第１１号 令和８年度南砺市下水道事業会計予算









令和８年３月２３日　原案可決
       南砺市議会議長　　石川　弘


















































































































































































































































































